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レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
に
関
す
る
一
考
察

｜
｜
炭
鉱
に
お
け
る
事
例
研
究
｜
｜

田

中

直

樹



は
じ
め
に

労
働
組
合
の
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
へ
の
対
応
策

レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
の
実
施
状
況
と
労
働
組
合
へ
の
影
響

お
わ
り
に



は
じ
め
に

本
稿
は

G
H
Q
（
Coss
－5
0
2
5
5
E
〔
連
合
国
軍
総
司
令
部
〕
）
占
領
政
策
の
な
か
で
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
レ
ッ
ド
・

パ
i
ジ
（
円
注
目
出
荷
。
）
の
う
ち
、
炭
鉱
に
関
し
て
の
考
察
で
あ
る
。
考
察
の
対
象
期
間
は
、
昭
和
二
五
（
一
九
五
O
）
年
九
月
三
五
日
、

炭
鉱
の
労
使
双
方
が

G
H
Q労
働
課
長
エ

l
ミ
ス
（
〉
5
5
戸
己
と
会
見
以
降
、
「
赤
色
追
放
反
対
闘
争
」
が
終
息
す
る
一

O
月
末

頃
迄
で
あ
る
。
こ
の
事
例
研
究
は
約
一
カ
月
に
至
る
問
、
赤
色
追
放
反
対
闘
争
の
指
令
塔
で
あ
っ
た
日
本
炭
鉱
労
働
組
合
（
炭
労
）

が
地
方
本
部
へ
ど
の
よ
う
な
指
示
を
出
し
、
各
支
部
（
労
働
組
合
）
は
具
体
的
に
ど
う
活
動
し
た
か
、
主
に
筑
豊
炭
山
を
対
象
に
考

察
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
考
察
の
対
象
と
す
る
炭
労
は
当
時
、
組
織
的
に
二
つ
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
第
一
は
、
三
月
闘
争
の
敗
北
を
ど
の

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

よ
う
に
克
服
す
る
か
で
あ
っ
た
。
炭
労
は
、
三
月
八
日
以
降
同
月
二
八
日
に
至
る
問
、
「
基
準
賃
金
引
上
げ
」
闘
争
を
第
一
波
か
ら

第
三
波
ま
で
大
規
模
な
ス
ト
ラ
イ
キ
（
参
加
炭
鉱
数
一
、
三
八
三
、
延
参
加
人
員
一
一
二
六
万
人
）
を
強
行
し
た
。
三
月
二
一
日
、
炭
労
中

央
闘
争
委
員
会
は
、
組
織
の
運
命
を
賭
し
て
非
常
事
態
宣
言
に
伴
う
実
力
行
使
を
指
令
し
た
。
事
態
を
憂
慮
し
た

G
H
Q
は
、
三
月

二
七
日
、
四
月
一
日
以
降
の
炭
労
の
ス
ト
ラ
イ
キ
禁
止
命
令
を
発
し
た
。
炭
労
は
直
ち
に
ス
ト
中
止
を
指
令
、
こ
の
闘
争
は
あ
え
な

く
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
。
賃
金
値
上
闘
争
へ
の
労
働
組
合
員
の
期
待
が
大
き
か
っ
た
だ
け
に
敗
北
か
ら
く
る
心
理
的
な
傷
は
深
か
っ

た
。
こ
の
心
理
的
葛
藤
は
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
反
対
闘
争
へ
微
妙
な
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
第
二
は
、
昭
和
二
五
年
四
月
、
炭
労

は
組
織
の
単
一
化
を
成
し
遂
げ
、
同
年
七
月
結
成
の
日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
（
総
評
）
の
傘
下
に
入
る
。
し
か
し
な
が
ら
単
一
化
後
、

日
が
浅
い
た
め
炭
労
の
指
導
力
体
制
が
充
分
に
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
炭
労
本
部
｜
地
方
本
部
l
支
部
の
ラ
イ
ン
は
一
応
確

立
し
て
い
た
も
の
の
、
末
端
の
現
場
で
は
日
炭
高
松
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
共
産
派
と
民
同
派
の
抗
争
が
絶
え
な
か
っ
た
。
山
灰
労

は
こ
の
二
つ
の
難
問
を
抱
え
な
が
ら
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
と
対
峠
す
る
こ
と
と
な
る
。
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本
稿
と
の
関
連
で
は
竹
前
栄
治
氏
の
『
戦
後
労
働
改
革
』
、
平
田
哲
男
氏
の
「
一
九
五

O
年
の
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
全
般
的
特
質
」
、

『
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
と
は
何
か
」
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
竹
前
栄
治
氏
は
、
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
「
基
本
方
針
」
と

176 

三
宅
明
正
氏
の

エ
l
ミ
ス
の
訓
示
は
労
働
省
労
働
組
合
課
長
飼
手
真
吾
の
主
導
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
内
容
が
一

O
月
九
日
付
労
政
局
長
通
牒
「
企

業
内
に
よ
る
共
産
主
義
的
破
壊
分
子
の
排
除
に
つ
い
て
」
の
伏
線
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
平
田
哲
男
氏
は
、
日
本
経
営

者
団
体
連
盟
（
日
経
連
）
事
務
局
が
編
纂
し
た
『
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
経
過
並
に
関
係
資
料
』
の
考
察
を
と
お
し
て
、

G
H
Q
が
レ
ッ
ド
・

慶醸の政治学

パ
ー
ジ
に
ど
の
よ
う
な
政
治
的
意
図
を
こ
め
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
日
経
連
の
こ
の
文
書
は
、
九
月
か
ら
一

O
月
に
か
け

て
エ

l
ミ
ス
が
各
産
業
の
代
表
と
会
見
し
た
記
録
で
あ
る
が
、
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
従
来
は
不
明
確
で
あ
っ
た
九
月
二
五
日
の
会

見
内
容
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
三
宅
明
正
氏
は
ブ
ラ
ッ
テ
ィ
（

5
－oq
回
日
主
）
文
書
を
分
析
し
て
、
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
実
像
に
迫

る
と
と
も
に
、
従
来
の
研
究
に
修
正
を
加
え
た
。
本
稿
と
の
関
連
で
は
三
井
三
池
、
北
炭
夕
張
、
日
炭
高
松
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て

い
る
。な

お
、
本
稿
で
使
用
し
た
一
次
史
料
は
、
か
つ
て
九
州
大
学
石
炭
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
、
現
在
、
同
大
学
附

属
図
書
館
付
設
記
録
資
料
館
産
業
経
済
資
料
部
門
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
収
集
資
料
の
目
録
と
し
て

「
九
州
石
炭
破
業
史
資

科
目
録
』
（
第
一

1
第
一
一
一
集
、
西
日
本
文
化
協
会
、

一
九
七
五
1
一
九
八
六
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

労
働
組
合
の
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
へ
の
対
応
策

周
知
の
よ
う
に
昭
和
二
五
年
六
月
二
五
日
勃
発
の
朝
鮮
戦
争
は
、

G
H
Q
の
対
日
占
領
政
策
へ
多
大
な
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、

従
前
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
、

い
わ
ゆ
る
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
を
加
速
さ
せ
て
い
っ
た
。

G
H
Q
の
示
唆
を
受
け
て
新
聞
・
通
信
・
放

送
各
社
は
七
月
二
四
日
以
降
、
共
産
党
員
と
同
調
者
の
整
理
を
開
始
、
次
い
で
電
気
（
八
月
二
六
日
）
、
映
画
（
九
月
二
一
日
）
、
日
通



（
九
月
二
三
日
）

へ
と
波
及
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
八
月
三

O
日
、
総
評
に
対
抗
す
る
勢
力
と
目
さ
れ
た
全
国
労
働
組
合
連
絡
協
議
会

（
全
労
連
）
は
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

総
評
傘
下
で
組
織
の
単
一
化
ま
も
な
い
炭
労
（
昭
和
二
五
年
四
月
一
一
一
日
結
成
、
三
二
四
組
合
、
組
合
員
三
O
万
三
千
人
）
の
レ
ッ
ド
・

パ
l
ジ
へ
の
対
応
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
。
日
本
炭
鉱
労
働
組
合
福
岡
地
方
本
部
（
福
炭
労
）
第
一
団
地
方
委
員
会
（
昭
和
二
五

年
六
月
一
三
日
）
に
お
い
て
「
共
産
党
弾
圧
に
関
す
る
件
」
が
議
題
と
し
て
提
示
さ
れ
た
が
、
採
決
の
結
果
は
保
留
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

第
二
回
地
方
委
員
会
（
八
月
二
二
日
、
二
三
日
）
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
「
赤
追
放
に
つ
い
て
、
公
務
員
、
教
員
、
新
聞
、
電
気
に
共

産
党
の
追
放
が
全
面
的
に
強
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
も
な
く
石
炭
と
鉄
に
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
が
対
策
如
何
？

急
質
問
に
対
し
て
は
い
ま
だ
突
込
ん
だ
討
議
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
」
。

と
の
緊

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

九
月
二
五
日
、
二
六
日
の
両
日
、

G
H
Q
は
石
炭
、
金
属
鉱
山
、
鉄
鋼
、
造
船
、
自
動
車
、
私
鉄
、
電
工
、
重
機
械
、
銀
行
、
化

学
の
一

O
大
産
業
の
労
使
代
表
者
を
招
致
し
た
。
二
五
日
、
炭
労
代
表
者
は
エ

l
ミ
ス
労
働
課
長
と
会
見
、
同
課
長
は
共
産
主
義
的

破
壊
分
子
の
排
除
を
一

O
月
中
に
完
了
さ
せ
る
旨
を
示
唆
し
た
。
エ

l
ミ
ス
は
、
「
赤
追
放
」
の
意
味
に
つ
い
て
以
下
の
見
解
を
示

し
た
。
「
共
産
党
員
一
般
を
追
放
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
所
謂
一
般
的
の
共
産
党
員
に
指
令
し
て
産
業
破
壊
、
少
数
支
配
、
生

産
阻
止
、
会
社
財
産
破
壊
等
の
挙
に
出
づ
る
破
壊
的
行
動
を
な
さ
し
め
る
中
核
体
（
出
。
包

8
8）
を
追
放
す
る
こ
と
で
あ
る
と
限
定
し
、

党
員
を
ば
ハ
ッ
キ
リ
し
た
主
義
主
張
を
持
つ
者
に
限
り
、
業
務
の
責
務
を
完
全
に
遂
行
し
何
等
職
務
規
則
に
触
れ
ざ
る
者
は
一
応
追

放
を
見
合
せ
た
し
」
。
こ
の
一

O
月
中
に
完
了
は
、

G
H
Q
の
絶
対
的
な
意
向
で
あ
っ
た
。
炭
労
本
部
は
こ
の
点
を
見
誤
っ
て
い
た
。

後
述
の
よ
う
に
、

G
H
Q福
岡
軍
政
部
が
日
炭
高
松
労
組
へ
一

O
月
三

O
日
迄
に
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
勧
告
し
た
の
は
こ
の
意
向

に
添
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
炭
労
の
判
断
の
甘
さ
が
そ
の
後
の
地
方
本
部
、
支
部
活
動
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

177 

こ
の
会
見
を
と
お
し
て
、
経
営
者
が
既
に
パ

l
ジ
の
リ
ス
ト
作
成
を
終
え
て
い
る
と
認
識
し
た
炭
労
本
部
は
、
翌
二
六
日
、
「
共
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産
党
員
並
に
そ
の
向
調
者
追
放
に
関
す
る
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
」
の
緊
急
指
示
を
発
し
た
。
組
合
の
態
度
と
し
て
、
什
今
度
の
パ

ー
ジ
は
経
営
者
の
時
局
便
乗
主
義
、
反
動
的
組
合
弾
圧
で
あ
る
、
口
党
員
・
同
調
者
な
る
が
故
の
追
放
に
は
断
乎
反
対
す
る
｜
｜
あ

く
ま
で
事
実
行
為
に
基
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
日
経
営
者
の
一
方
的
追
放
に
は
各
支
部
は
反
対
闘
争
を
行
い
、
労
資
の
協

議
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
、
と
指
示
し
た
。
こ
の
日
以
降
、
危
機
音
ω
識
を
強
め
た
炭
労
は
、
各
地
方
本
部
へ
の
指
示
回
数
を

178 

慶醸の政治学

増
や
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

炭
労
は
、
早
晩
、
パ

l
ジ
の
原
案
が
提
示
さ
れ
る
と
判
断
し
、

一
O
月
五
日
、
「
共
産
党
並
に
そ
の
同
調
者
の
追
放
に
関
す
る
斗

争
方
針
」
を
指
示
し
た
。
こ
の
内
容
の
骨
子
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
基
本
方
針
、
二
、
具
体
的
方
針
、
付
中
央
執
行
部
の

斗
い
方
、
口
地
方
本
部
の
斗
い
方
、
日
各
支
部
若
く
は
企
業
別
連
合
の
留
意
す
べ
き
点
、
三
、
其
の
他
。

翌
六
日
、
山
灰
労
本
部
は
日
本
石
炭
鉱
業
連
盟
に
対
し
、
赤
色
従
業
員
の
追
放
に
関
す
る
「
申
入
書
」
を
提
出
し
た
。
な
お
、
同
趣

旨
の
申
し
入
れ
が
炭
労
地
方
本
部
よ
り
九
州
、
東
部
の
地
方
連
盟
へ
も
行
わ
れ
た
。
一

O
月
五
日
、
福
炭
労
は
組
合
員
の
中
に
相
当

悲
観
的
敗
北
的
傾
向
が
察
知
さ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
各
支
部
へ
「
共
産
党
員
並
に
同
調
追
放
に
関
す
る
件
」
を
指
示
し
た
。
そ
の

項
目
は
、
付
悪
質
な
「
流
言
蛮
語
」
の
防
止
、
口
組
合
員
の
敗
北
主
義
の
防
止
、
日
右
翼
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
撞
頭
の
防
止
、
四
主
婦
対

策
の
確
立
で
あ
っ
た
。
組
合
執
行
部
は
組
合
組
織
の
防
衛
と
組
合
員
の
団
結
に
全
力
を
注
い
だ
。
さ
ら
に
福
炭
労
は
、
先
の
炭
労
の

「
斗
争
方
針
」
（
一

O
月
五
日
）
に
も
と
づ
き
、
「
福
炭
労
赤
追
放
特
別
対
策
委
員
会
」
と
「
地
区
連
絡
責
任
組
合
」
を
設
置
し
た
。
赤

追
放
に
関
す
る
福
炭
労
対
策
の
什
目
的
、
口
構
成
員
、
日
事
業
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

け
目
的

吾
々
炭
鉱
労
働
者
の
基
本
的
人
権
並
に
生
活
権
を
剥
奪
す
る
が
如
き
行
為
を
阻
止
す
る
と
同
時
に
組
合
運
動
上
重
大
な
関
連
性
を

有
す
る
の
で
、
こ
れ
が
対
策
を
早
急
に
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
其
の
対
策
と
し
て
は
す
で
に
総
評
、
炭
労
よ
り
基
本
的
な
態
度
の

指
示
が
な
さ
れ
、
福
炭
労
執
行
部
と
し
て
も
総
評
、
炭
労
の
指
示
を
具
体
的
に
解
明
し
指
示
第
一
号
と
し
て
流
し
た
の
で
あ
る
が
、
尚
こ



れ
が
実
施
化
を
確
立
す
る
た
め
政
府
、
資
本
家
の
追
放
計
画
を
適
確
に
把
握
、
こ
れ
を
検
討
す
る
と
共
に
、
中
央
、
福
炭
労
、
支
部
の
機

動
性
あ
る
連
絡
網
を
確
立
し
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
要
旨
）
。

口
構
成
員

大
手
四
名
、
九
共
斗
三
名
、
福
職
連
二
名
、
中
小
二
名
、
執
行
委
員
全
員
（
福
炭
労
）
。

日
事
業

川
赤
追
放
に
対
し
て
中
央
並
各
社
各
山
の
資
料
或
は
計
画
の
蒐
集
、
同
追
放
計
画
の
検
討
、
審
議
、
対
策
の
確
立
、
州
各
支
部
へ

の
赤
追
放
に
つ
い
て
の
指
導
、
同
法
廷
斗
争
又
は
労
委
提
訴
等
の
手
続
、
方
法
、
対
策
の
指
導
。

第
一
回
福
炭
労
赤
追
放
特
別
対
策
委
員
会
は
、

置
す
る
」
、
「
本
特
別
対
策
委
員
会
は
、
斗
争
委
員
会
の
下
部
諮
問
機
関
と
し
、
専
門
部
的
性
格
と
す
る
」
が
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
各

一
O
月
一
一
日
開
催
さ
れ
た
。
協
議
の
結
果
、
「
一
、
斗
争
委
員
会
を
早
急
に
設

地
区
の
連
絡
責
任
組
合
は
次
の
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
。
福
岡
地
区

三
菱
上
新
入
炭
鉱
労
働
組
合
、
田
川
地
区
（
上
田
川
地
区
）

早
良
炭
鉱
労
働
組
合
、
遠
賀
地
区
（
若
松
市
を
含
む
）

遠
賀
地

二
井
田
川
炭
鉱
労
働
組
合
、

協
（
大
正
鉱
業
労
組
内
）
、
直
方
・
鞍
手
地
区

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

田
川
地
区
（
下
回
川
地
区
）

明
治
赤
池
炭
鉱
労
働
組
合
、
飯
塚
・
嘉
穂
地
区
（
飯
塚
地
区
）

福
炭
労
事
務
局
、
飯
塚
・
嘉
穂
地
区
（
山

三
菱
上
山
田
炭
鉱
労
働
組
合
、
三
池
地
区

三
井
三
池
炭
鉱
労
働
組
合
。

団
地
区
）

一
O
月
一
六
日
か
ら
三
日
間
予
定
さ
れ
て
い
た
炭
労
第
二
回
中
央
委
員
会
は
、
情
勢
の
急
変
に
よ
り
一

O
月
九
日
、

一O
日
の
両

日
に
変
更
さ
れ
た
。
中
央
委
員
会
の
原
案
は
、
先
の
一

O
月
五
日
の
指
示
「
共
産
党
並
に
そ
の
同
調
者
の
追
放
に
関
す
る
斗
争
方
針
」

と
同
文
で
あ
っ
た
。
中
央
委
員
会
の
原
案
は
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
て
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
闘
争
方
針
に
お
い
て
中
央
委
員
会
は
、

「
具
体
的
な
斗
争
指
導
の
中
心
は
地
方
本
部
に
お
か
れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
」
と
、
当
初
か
ら
統
一
闘
争
を
回
避
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

そ
の
後
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
が
展
開
さ
れ
る
過
程
で
、
労
働
組
合
の
活
動
を
萎
縮
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。

中
央
委
員
会
の
決
定
事
項
で
あ
る
「
付
中
央
執
行
部
の
闘
い
方
の
う
ち
、

3
、
占
領
軍
当
局
に
た
い
し
て
は
、
イ
．
経
営
者
が
一

方
的
に
行
わ
な
い
よ
う
に
監
視
す
る
よ
う
要
求
す
る
、
ロ
．
便
乗
的
な
不
当
行
為
、
こ
と
に
活
動
的
な
組
合
員
の
誠
首
に
た
い
し
て

179 



は
、
実
力
行
使
を
な
す
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
諒
解
し
て
も
ら
う
」
こ
と
の
承
認
を
得
る
た
め
、
炭
労
代
表
者
は
、

一
O
月
一

O
日、

日本政治

長
は
、

G
H
Qを
訪
問
し
た
。
日
本
石
炭
鉱
業
連
盟
、
三
井
鉱
山
の
代
表
者
も
招
致
さ
れ
て
い
た
が
、

G
H
Q
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
伝
え
た
。

エ
l
ミ
ス
労
働
課

180 

一
一
日
の
両
日
、

慶醸の政治学

今
度
の
赤
色
追
放
に
つ
い
て
は
G
H
Q
と
し
て
は
指
示
・
示
唆
は
し
て
い
な
い
。
然
し
前
提
と
な
る
も
の
は
赤
色
分
子
を
追
放
す
る
と

い
う
占
領
政
策
で
あ
る
。

2 

」
の
問
題
は
夫
々
の
企
業
が
自
主
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

3 

全
党
員
を
追
及
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
最
も
強
硬
的
分
子
に
か
ぎ
る
こ
と
を
経
営
者
に
忠
告
す
る
。
そ
し
て
誰
れ
が
強
硬
的
分

子
で
あ
る
か
は
労
資
協
議
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。

4 

経
営
者
は
誤
っ
て
追
放
し
た
も
の
は
復
職
の
措
置
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

」
の
内
容
は
、

エ
l
ミ
ス
が
九
月
二
五
日
、
二
六
日
の
両
日
先
の
一

O
大
産
業
の
労
使
代
表
者
と
接
見
し
た
と
き
と
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
。一

O
月
に
入
っ
て
か
ら
ク
赤
追
放
。
が
現
実
味
を
帯
び
る
や
危
機
感
を
募
ら
せ
た
労
働
組
合
は
、
闘
争
委
員
会
を
設
立
し
、
啓
蒙
・

宣
伝
活
動
に
精
力
を
注
い
だ
。

「
現
下
の
諸
報
道
の
中
に
あ
り
て
全
組
合
員
諸
君
は
流
布
さ
れ
る
一
一
一
一
口
論
の
暴
力
に
迷
は
さ
れ
萎
縮
す
る
こ
と
な
く
真
の
民
主
々
義
を
愛
す
る

か
た
い
団
結
を
持
っ
て
反
動
の
嵐
に
敢
然
と
起
上
る
態
勢
を
強
化
し
光
栄
あ
る
貝
島
大
之
浦
炭
横
労
働
組
合
の
発
展
の
為
に
遇
進
さ
れ
ん
こ

と
を
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
貝
島
大
之
浦
）
。



組
合
運
動
ま
さ
に
危
機
！
」
（
三
菱
九
州
炭
積
労
働
組
合
）
。

「
組
合
発
足
以
来
の
危
機
に
当
り
組
合
員
諸
君
に
訴
う
o

ク
赤
追
放
ψ

と
組
合
弾
圧
は
か
う
し
て
行
わ
れ
る
」
（
杵
島
積
業
所
横
員
労
働
組
合
）
。

「
共
産
党
員
と
そ
の
同
調
者
追
放

戦
斗
的
組
合
幹
部
に
波
及
か

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
は
裏
腹
に
組
合
の
「
赤
追
放
」
対
策
は
切
迫
し
た
情
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
遅
々

と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
山
灰
労
佐
賀
地
方
本
部
執
行
委
員
長
・
藤
井
高
四
郎
か
ら
各
支
部
組
合
長
へ
の
指
示
「
パ

l
ジ
対
策
に
万
全

を
期
せ
」
は
、
当
時
の
組
合
の
置
か
れ
た
状
況
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。

「
本
問
題
の
対
策
は
、
決
し
て
満
足
す
べ
き
事
は
何
ら
一
つ
と
し
て
な
く
、
む
し
ろ
余
り
に
も
等
閑
に
附
さ
れ
て
い
る
点
は
各
組
合
共
に
痛

感
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
組
合
の
態
度
と
対
策
で
は
慎
重
を
期
し
て
行
は
れ
て
い
る
会
社
側
の
調
査
及
び
動
向
か
ら
し

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

て
発
表
せ
ら
れ
る
戦
略
戦
術
に
、
決
し
て
立
ち
向
う
こ
と
の
出
来
な
い
重
大
な
る
惨
敗
の
因
と
な
る
こ
と
を
思
ひ
、
五
日
々
が
レ
ッ
ド
・
パ
ー

ジ
対
策
に
万
全
を
期
す
る
た
め
再
度
強
調
し
て
そ
の
行
動
に
総
力
を
結
集
さ
れ
ん
こ
と
を
切
望
す
る
も
の
で
あ
る
」
。

各
産
業
の
経
営
者
が
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
基
準
を
作
成
す
る
と
き
の
モ
デ
ル
と
し
た
の
が
、
日
経
連
の
「
赤
色
分
子
排
除
対
策
に

つ
い
て
」
で
、
こ
の
文
書
は
一

O
月
二
日
付
で
傘
下
の
経
営
者
へ
指
示
が
発
せ
ら
れ
た
。

福
炭
労
は
、
こ
の
日
経
連
文
書
の
情
報
を
当
然
入
手
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
福
炭
労
は
一

O
月
二
一
日
、
「
共
産
党
員
及
そ

の
同
調
者
解
雇
通
知
後
に
於
け
る
組
合
の
と
る
べ
き
処
置
に
つ
い
て
」
、
次
の
事
項
を
各
支
部
へ
指
示
し
た
。

「
一
．
組
合
は
団
体
交
渉
の
際
、
被
解
雇
者
に
有
利
に
な
る
諸
種
の
一
百
質
を
と
る
こ
と
。
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二
．
団
体
交
渉
の
議
事
録
は
必
ず
作
成
し
て
お
く
こ
と
。



三
団
体
交
渉
決
裂
の
場
合
は
会
社
は
一
方
的
に
個
人
通
告
を
す
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
其
の
際
組
合
は
辞
令
を
一
括
返
上
し
解
雇
を
承

日本政治

認
せ
ざ
る
こ
と
の
意
思
表
示
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
。

182 

四
反
対
斗
争
等
を
せ
ん
と
す
る
場
合
に
は
退
職
金
、
予
告
手
当
を
絶
対
に
受
領
し
な
い
こ
と
。

慶躍の政治学

五
．
会
社
が
被
解
雇
者
に
対
し
構
所
内
立
入
禁
止
の
仮
処
分
を
申
請
す
る
倶
れ
あ
り
又
は
申
請
し
た
場
合
の
処
置
。

六
．
前
述
し
た
方
法
で
な
く
先
づ
一
斉
に
個
人
通
告
が
来
た
場
合
は
組
合
は
直
ち
に
辞
令
一
括
返
上
を
行
い
同
時
に
団
体
交
渉
の
申
入
を

な
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他
の
注
意
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

七
．
辞
令
返
上
、
上
申
書
等
被
解
雇
者
個
人
で
行
う
場
合
も
右
に
準
ず
る
。
」

こ
の
指
示
は
、
既
に
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
が
実
施
さ
れ
た
電
気
、
新
聞
・
放
送
、
映
画
等
々
の
事
例
を
参
考
に
し
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。
組
合
執
行
部
は
、
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
解
雇
問
題
を
解
決
す
る
、
会
社
が
仮
処
分
を
申
請
し
た
場
合
、
組
合
も
提
訴
で
対
抗

す
る
、
こ
れ
が
基
本
方
針
で
あ
っ
た
。

労
働
省
は
企
業
防
衛
の
た
め
の
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
処
置
は
、
憲
法
、
労
働
組
合
法
、
労
働
基
準
法
に
違
反
し
な
い
と
い
う
前
提

で
、
経
営
者
の
不
当
労
働
行
為
、
労
働
組
合
の
御
用
化
等
を
憂
慮
し
、
一

O
月
九
日
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
へ
「
企
業
内
に
お
け
る

共
産
主
義
的
破
壊
分
子
の
排
除
に
つ
い
て
」
を
通
牒
し
た
。
こ
の
通
牒
は
、
先
の
日
経
連
文
書
を
意
識
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
排

除
の
対
象
を
で
き
る
だ
け
限
定
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
実
施
状
況
と
労
働
組
合
へ
の
影
響

一
O
月
一
一
日
、
日
本
石
炭
鉱
業
連
盟
は
「
赤
色
分
子
追
放
対
策
会
議
」
の
た
め
、
緊
急
の
全
国
理
事
会
を
招
集
し
た
。
炭
鉱
各



社
は
こ
の
頃
迄
に
パ

l
ジ
該
当
者
名
簿
の
作
成
を
完
了
し
て
い
た
。
整
理
基
準
及
び
解
雇
理
由
は
、
日
経
連
の
「
赤
色
分
子
追
放
の

場
合
に
お
け
る
秘
密
党
員
並
に
同
調
者
の
判
定
に
つ
い
て
」
に
も
と
づ
い
て
い
た
。

一
O
月
一
一
一
日
、
炭
鉱
各
社
に
先
駆
け
て
、
三
井
鉱
山
は
全
国
三
井
炭
鉱
労
働
組
合
連
合
会
（
三
鉱
連
）
へ
衝
撃
的
な
「
整
理
基

準
及
び
解
雇
理
由
」
を
提
示
し
た
。
こ
の
案
は
「
基
準
枠
が
相
当
大
で
、
そ
の
佳
で
は
御
用
組
合
員
以
外
は
解
雇
が
可
能
で
あ
る
と

い
う
程
の
も
の
で
あ
っ
た
」
。
そ
の
後
、
提
示
案
は
G
H
Q
や
労
働
省
の
指
導
と
示
唆
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ
、
新
た
に
一
五
日
、
労

使
双
方
は
「
協
定
書
」
に
調
印
し
た
。
「
協
定
書
」
で
の
整
理
基
準
は
「
事
業
の
正
常
な
る
運
営
を
阻
害
す
る
共
産
主
義
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
行
動
あ
る
者
」
と
、
提
示
案
に
比
べ
て
き
わ
め
て
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
三
井
鉱
山
の
提
示
の
方
法
は
巧
妙
で
か
つ
用

意
周
到
で
あ
っ
た
。
「
最
初
の
一
喝
に
よ
っ
て
狂
気
の
沙
汰
と
思
わ
れ
る
大
風
呂
敷
を
ひ
ろ
げ
て
相
手
の
度
肝
を
抜
き
、
次
に
折
れ

て
静
か
に
出
て
く
る
。
そ
れ
と
同
時
に
多
数
の
流
れ
矢
を
放
っ
」
た
。

一
O
月
一
二
日
の
提
示
案
の
戦
略
は
、

一
一
月
に
始
ま
る

万
名
を
超
え
る
「
希
望
退
職
者
募
集
」

へ
の
布
石
で
も
あ
っ
た
。

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

一
O
月
一
六
日
、
各
炭
鉱
は
一
斉
に
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
個
人
通
告
を
申
し
渡
し
た
。
炭
労
あ
る
い
は
各
支
部
か
ら
の
「
共
産
党

員
及
び
向
調
者
の
問
題
」
に
つ
い
て
の
「
申
入
書
」
は
全
く
無
視
さ
れ
、
炭
鉱
経
営
者
は
電
光
石
火
の
ご
と
く
実
施
に
踏
み
切
っ
た
。

『
西
日
本
新
聞
』
（
昭
和
二
五
年
一

O
月
一
七
日
付
）
は
、
九
州
石
炭
鉱
業
連
盟
調
査
（
一
六
日
、
午
後
六
時
現
在
）
に
よ
る
と
炭
鉱
に
お

け
る
赤
追
放
者
数
は
、
全
国
で
二
、
四
七

O
名
、
う
ち
九
州
一
、
二
五

O
名
、
北
海
道
九

O
O名
、
常
磐
二
五

O
名
、
山
口
七

O
名
で
、

全
従
業
員
数
の

0
・
五
六
%
と
報
道
し
た
。

レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
通
告
が
一
斉
に
通
達
さ
れ
る
や
、
炭
労
や
地
方
本
部
は
情
報
の
収
集
や
対
応
策
に
追
わ
れ
た
。

日
、
一
七
日
の
両
日
、
東
京
か
ら
の
電
話
情
報
を
も
と
に
福
炭
労
は
「
共
産
党
員
並
に
同
調
者
の
追
放
に
関
す
る
『
各
社
各
山
別
』

調
査
表
」
を
作
成
し
た
。
一

O
月
末
の
炭
労
の
調
査
で
は
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
に
よ
る
解
雇
通
告
数
は
一
、
八
四

O
名
（
北
海
道
地
区
七

六
八
名
、
常
磐
地
区
一
四
一
名
、
山
口
地
区
五
二
名
、
福
岡
地
区
六
七
四
名
、
長
崎
地
区
五
六
名
、
佐
賀
地
区
一
四
九
名
）
で
あ
る
。
表
1

一
O
月
一
六
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表1炭鉱別レッド・パージ解雇人員（九州地区）単位 人

鉱業権者 炭鉱：￥1 従業員数 解雇人員

：井鉱山 ご三井旧ill 13.951 116 
f1;J L j也 26,953 197 〔9)

IJJ l 111 ll'f 6,617 27 

＝：菱鉱業 託収 .l!J( 3.477 9 

同と 1.111111 3.127 9 
Ji！］卜 荷主 ni 4,398 7 
J1i] 仁 新入 5749 14 

IJJ I・ 方城 3.642 13 

｜叶ト 勝 lll 4.782 12 

fii] トー 亀山 2 
Jiij 卜 鞍子 800 5 

/ii］上 大谷 50 2 

ドi］卜 金川 1,050 1 

向上 福｜尚事務所 (1) 

1"1 r. 古$｛山 216 

Jii］土 崎 J-l 5.843 21 

｜司ト 向島 3.176 19 

lnl I ｛！，： 十 317 υ 「

井草〔1t友〕鉱業 忠 Ii艮 2,511 4 

I• 『＜J I 「点 i幸 l,087 9 

JriJ L 市干 能 1,719 9 

LfiM鉱業 Fl 2己 2.555 14 

同！
4,590 

18 
J<i) 卜 山中 地 13 
/11) L ドillIll 1,767 17 

II鉄鉱業 二 i頼 7.140 25 

JriJ r. 神 Hl 2,038 8 

同 ！ 御橋 1 

l叶上 Jヒ松 3,754 8 

麻斗一鉱業 久原 484 3 
i司／・. /fi 下 348 4 
｜叶 1・ 3 

川 L 車問 分
8,022 

2 

JiiJ I: 赤坂 2 

同上 古｜決 2 

杵島炭鉱 杵 J与
4.701 

27 
｜可｜ 料烏五坑 9 

l司卜 北方 1,478 5 

Iii/ L 大鶴 1,212 32 (1) 

明治鉱業 高田 1,577 23 

lwJ I・. 赤 J也 4,221 20 

｜司 f 凶杓 1.051 
Jii］卜 平山 1.868 
同 l 天道 966 
Jii）卜 "(. 1! 1 1.021 4 
fn) /・ 豊岡 1.793 
同卜 )i畑支社 (1) 

九州鉱業 相 Ill 26 

大正鉱業 中鶴 3,823 10 

貝島炭鉱 大之j甫（本社） 4 (2) 

同 l 8 
｜吋上 大之浦二坑

10.853 
12 

同！ 大之浦i川坑 7 
JriJ /・. 大之j甫11..l:Ji 7 

同 L 大之iili六万L

慶醸の政治学 日本政治

嘉偲鉱業 嘉穂 2,994 26 (2) 

fH炭鉱 (clj 松 9180 17 (3) 

同！ 111 Ill 99 4 

1]d1i鉱業 士＇J・}L 49 2 (1) 

荒牧鉱業 Ji＇・ノ il- 214 2 〔2〕

九州採炭 おrr 1.912 JO 
Jrij 上 I毎老if 449 

f"l 上 高｜場 830 
Ljl}／・鉱業 野 l:;j>:iJrr] 430 

武｜付干しi;& 大辻 6 

古谷博美 小令 l.466 2 〔9〕

1A患鉱業鉄道 本版権！ 158 

西Ff崎鉱業 阿戸山ii 771 
lfl.良鉱業 早良 8 

宝珠山鉱業 宝珠山 1,230 8 
共fn）石炭鉱業： 鳥畑 1.630 6 (2) 

i利崎共同 藤村 108 1 

トーf日米蔵 k笹川 851 

仁川清次郎 豊川 856 

藤村勝由 術省＇Iii （休11・炭鉱） (1) 

野 l鉱業 内：｝尼 785 7 〔2〕
松浦炭鉱 松浦 1.703 49 

北九州イI炭 阿川内 540 12 (3) 

長崎鉱業 伊｜島 1.386 4 

麓蘭古 深 ii 514 16 

if＇島鉱業 制之鼻 l.219 

！”j 卜 徳義 724 

同七 I工 11 2,968 

fii）上 福島 720 

松島炭鉱 大島 3,321 3 
野！：JU耶 神林 840 

尚合鉱業 、ドm山 460 4 
同十 C: ft三 1.522 12 

fl 満鉱業 新序一敷 1,850 6 
大 ll鉱業 ,'[_ ill 1,073 6 〔4〕
児 E幸六 小｛＇.；・ 565 15 

山II慶八 小城 2.411 20 

lJ窒鉱業 iL 迎 1,971 6 〔6〕

注(1) 野 l：鉱業株式会社「昭和I二十五年度 関係者名簿」

(A2 50）を基本史料とし、以Fの史料・文献より補正した。

( i) lJ本炭鉱労働組合「レソド パージ地J>(/Jlj調査表」

1950年 JO月2811 （「亦追放関係資料綴」所収、 Ll炭高松

453）。

(ii）「レソド・パージ通行・受諾.tfi白状況J1950年 12

)J 25 11 (fl本石炭鉱業連盟編輯『イI炭労働年鑑 Rtl干JJ26 

年版.I202-205頁）。

(iii ）「整理の状況」 1950司会 12Ji 10 fl （労働省編『資料労

働運動史附和 25年版.I244-246只）。

(2) ( ）｜付は職員数，〔 〕内は事~ij退職者数である。解

雇人民と事前退職者。数が合致しない炭鉱があるが、原文の

ママを掲載したの

(3）上記史料・立；献の「従業員数」宅欄の場合、『本邦鉱

業の趨勢.I（昭和 25年度）、『干i炭労働年鑑』（昭和 25年版、

Jl[j和 26年版）で補足した。

なお、 lnH闘の三菱鞍子、大谷、余聞は労働組合員数である。
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は
九
州
地
区
に
お
け
る
炭
鉱
別
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
解
雇
者
数
で
あ
る
。
当
該
地
区
は
一
、

O
七
三
名
で
、
炭
労
調
査
よ
り
一
九
四
名

増
え
て
い
る
が
、
こ
の
数
字
は
ほ
ぼ
実
態
を
正
確
に
把
握
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

佐
炭
労
本
部
は
一

O
月
一
七
日
、
執
行
委
員
長
藤
井
高
四
郎
名
で
次
の
よ
う
な
「
声
明
書
」
を
発
表
し
た
。

「
五
日
々
炭
鉱
労
働
者
に
と
っ
て
、
予
定
通
り
に
行
は
れ
た
赤
色
追
放
の
波
は
、
勿
論
こ
れ
が
、

マ
元
帥
書
簡
の
解
釈
拡
大
に
よ
る
政
府
及
資

本
家
の
待
ち
に
待
っ
た
必
然
な
る
行
為
で
あ
り
、
そ
の
魔
手
が
唯
単
に
共
産
党
員
で
あ
り
同
調
者
で
あ
る
と
い
う
事
に
便
乗
し
て
行
は
れ
た

十
月
十
六
日
の
レ
ッ
ド
・
パ

l
ヂ
の
通
告
は
殆
ど
期
を
一
に
し
て
全
国
的
に
行
は
れ
、
五
日
々
佐
炭
労
傘
下
に
於
て
も
、
百
五
十
名
の
通
告
が

な
さ
れ
、
そ
の
基
準
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
確
な
る
点
が
充
分
に
列
挙
さ
れ
る
（
中
略
）
。

此
の
追
放
通
告
は
当
事
者
に
と
っ
て
は
死
の
宣
告
で
あ
り
、
五
日
々
労
働
者
に
与
え
ら
れ
た
る
弾
圧
と
迫
害
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
事
を
充
分
に

再
認
識
し
、
あ
く
ま
で
も
時
局
便
乗
主
義
的
な
経
営
者
の
反
動
的
処
置
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
敗
北
主
義
に
陥
る
こ
と
な
く
敵
の
デ
マ
と
煽

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

動
を
徹
底
的
に
打
破
し
、
あ
く
ま
で
も
正
々
堂
々
と
斗
う
こ
と
を
宣
明
す
る
も
の
で
あ
る
（
以
下
省
略
）
」
。

一
O
月
一
九
日
、
炭
労
本
部
は

G
H
Q労
働
課
に
対
し
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
に
関
し
て
労
働
組
合
を
無
視
し
た
傾
向
が
多
い
事
由
で

厳
重
な
る
監
視
方
を
要
求
し
た
。
そ
の
際
、

「
緊
急
指
示
」
を
発
し
た
。

エ
l
ミ
ス
労
働
課
長
よ
り
特
に
左
記
の
事
項
の
報
告
を
要
望
さ
れ
た
た
め
、
各
地
方
本

部
A,,. 付

組
合
と
協
議
す
る
事
な
く
個
人
通
告
を
行
っ
た
会
社
名

口
組
合
に
一
不
す
と
同
時
に
個
人
通
告
を
行
っ
た
会
社
名

18う

日
個
々
に
便
乗
的
に
解
雇
さ
れ
た
事
が
明
ら
か
な
る
者
の
氏
名
（
所
属
組
合
名
を
附
し
）
証
拠
書
類
と
共
に
報
告
せ
よ
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斗争方法

月日 経過

10.15 ｜東京にて協定する

10.19 I PMl: 00～ 20日AM6:30 団交の結果 37名の発表を 27名に圧縮

決定

10.20 I PMl :oo～ PM3:30 執行委員会で承認

現在の状況

PMl:OOより倒人通告が行われた

25名通告受諾、 2名未決定
10月23日、 l名特審手続

10.19 I PMl:OO～ 20 l! AM12:00 団交の結果 128名の発表を 117名に圧縮

10.20 I PMl:OOより個人通告が行われた ｜全員受諾

10.24 ｜特審者なし、全員受諾

10.19 I PMl: 00～ 21 D AM2:oo 団交の結果 237名を 198名に仕．縮

10.21 ｜一番方迄に全員を以て個人通告

PM2:00 組合長宛辞令返上 30名位あり

PM4:ooより対策委員会を開いた

10.16 I PMl:oo 同交で 22名を発表し、 PM3:oo斗争委員会開催中に個人 122名の該当者中 2名は発表

通告を開始した。斗争委員会は通告書一括返上、法廷斗争を決定した」前より退職希望者であり、

10.17 I PM6:ooの斗争委員会で一方的に該当者のリストを作った労働課長｜発表と同時に退職（依願）。

定宗の追放を決定。 ｜現在該当人民は 20名。

10.18 ｜会社は一切の施設（居住を除く）使用の禁止仮処分を行い、組合も｜ハンスト決行者 該当者

同時に身分保障並びに不当解雇の仮処分及び本案訴訟を福岡地裁に｜野田義輔、非該当者 大田

行う。 ｜実

10.20 I AM6: 00 該当者 l名ハンスト決行。

PM10:00 非該当者 l名ハンスト決行。

PM4:ooより斗争委員会を開催。法廷斗争の具体的方法並びに決起

大会の対策を協議。

10.21 I AM9: 00 決起大会開催。
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表2 共産党員並びに同調者追放に関する各社各山斗争経過一覧表（抜粋）

組合 会社側態度

組合名 組合員数 発表月日 該当人員 条件

三鉱連 10.15 協定書の大要

1 整理基準

10月19日午後4時各山交渉、同 20日より個人通告、 21

日解雇効力発表、同 23日退職届受理（この期間内に届け

出れば特別加給金を支給する）打切り、 24日午前9時よ

り正午迄特審受付、 28日午後4時をもって特審終了

2 特審手続

①特審受理条件組合が認めた者

②特審の受理期限 10月24日午前9時から正午迄

③特審期間 10月24日正午～ 28日午後4時

④特審にあたる者労資代表者各3名

⑤被該当の決定がなされた者は現状回復と同時に平均賃

金支給

3 該当基準 各社の基準に準ず

4 退職給与

①予告手当平均賃金30日分

②退職手当（退職規程）の会社都合解雇適用

③特別加給猶予期間中に辞表提出した者に平均賃金2

カ月分支給

④帰郷旅費 1カ月以内に社宅寮退去する者会社規程支給

二井山野 6,147名 10.19 37名 退職金会社都合による適用 予告手当 30日分

10.20 27名 猶予期間中に辞表提出者 特別手当 60日分

1カ月以内に社宅寮退去者（移転）に帰郷旅費支給、荷物運送

費実費

家族2人迄日当 80円、 3人以上40円

公私傷者の取扱い

私傷者即時解雇（爾後は健康保険給付）

公傷者基準法制定期限が切れて後予告する

二井田川 12,500名 10.19 128名 協定通り 有給休暇買上げ21日の不就業手当支給す

10.20 117名 （福利厚生は社宅在住〔期〕間停止するというが従来通り隔〔マ

マ〕するらしい）

三井三池 24,700名 10.19 237名

10.21 198名

明治高田 1.411名 10.16 22名 10月 16日付解雇、事業都合による退職金。

予告手当 30日、特別手当 20日（10月 19日迄に申し出た場合）。

住居退去（家族持 11月17日以内）の者には帰郷旅費実費支給。
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8名を発表し、組合より再度団交を申し入れたが拒否さる（個人通 110月18日、 6名は受諾し 2

名は未決定告を行った）。

10月19、20日は役員改選。

21日に大会を開いて結論を出す。

会社6名発表するも全員受諾。

10.16 

全員受諾

10.19 

10月16日、 PM1:00～ PM7:oo団交を持ったが結論が出ず決裂。

PM7:oo会社は一斉に倒人通告を開始した。 10月16日、深夜にわ

たって本部委員会を開催、該当者の身分は即日組合が保証すると共

に法廷斗争を決定した。

PM4:oo 臨時大会を開催。日7:2で本部委員会の決定を確認した。｜法廷斗争

福岡地裁小倉支部に提訴した。 PMl:OO～ PM4:oo 団交。会社は

(1）デマ煽動、（2）生産非協力、（3）生産阻害、（4川乍業妨害、（5）事業運営

妨害の 5項目に適用解雇したと力説。組合より具体的な説明を求め

るも応えず再び決裂した。

PMZ:oo 回交で 40名の解雇を発表。具体的な内容には・言もふれ

ず個人通告を行った。同日斗争委員会で通告書は組合が一括返上す

る。該当者の身分は組合が保証すると共に法廷斗争を決定した。

PMl:OO 第 2回の団交を持ったが、人数は変更出来ないが条件は

若干話し合いが出来るとの態度である。
I 45名中 35名は受諾

AM12:00 斗争委員会を開催。諸般の情勢を勘案し法廷斗争は至難

であり、条件獲得斗争を確認した。

10.18 

10.16 

10.16 

10.16 

10.19 

10.20 

10月19日 40名の該当者中 35名は通告受諾。

10月20日 PMl :QO～ 3・00 団交。

PM3:00 総会を行う。10.21 

一
O
月
二
五
日
、
炭
労
本
部
は
再
度
、
先
の
「
緊

188 

急
指
示
取
扱
」
で
報
告
を
求
め
た
三
項
目
中
、
件
、

口
に
つ
い
て
は
G
H
Q労
働
課
に
対
し
「
組
合
と
協

議
す
る
こ
と
を
経
営
者
に
再
度
勧
告
を
行
は
れ
る
よ

う
」
要
請
し
た
。
炭
労
か
ら
再
度
陳
情
を
受
け
た

G

H

Q
は
、
日
本
石
炭
鉱
業
連
盟
に
対
し
て
「
組
合
側

と
協
議
せ
よ
。
交
渉
を
も
つ
こ
と
な
く
解
雇
さ
れ
た

者
に
つ
い
て
は
労
働
委
員
会
に
取
消
命
令
を
出
さ
せ

る
」
と
勧
告
し
た
。
福
炭
労
は
一

O
月
三
五
日
付
の

指
示
を
受
け
て
二
八
日
付
で
各
支
部
へ
「
緊
急
指
示

に
関
す
る
調
査
書
」
の
作
成
を
発
し
た
。

各
山
元
で
こ
の
「
緊
急
指
示
」
が
有
効
に
作
用
し

た
か
は
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
炭
労
の
パ
フ
ォ

l

マ
ン
ス
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
一
、
八

0
0

名
を
超
え
る
パ

l
ジ
解
雇
受
諾
者
が
出
て
お
り
、
大

勢
は
す
で
に
決
し
て
い
た
。
そ
れ
に
、
解
雇
通
知
の

追
認
を
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
作

業
で
あ
っ
た
。
山
元
で
は
こ
の
書
類
作
成
よ
り
早
急



レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

早良労組 1.834名 10.16 8名 予告手当 30日 金一封 (1年～ 2.000円）。

退去料家族持5.000円（1カ月以内に退去）、寮生 1.000円（5

日以内）

西戸崎労組 770名 10.16 6名 10月 16日解雇予告手当初日

事業都合の退職金特別手当 30日

家族持引越料 10日分

日炭品松 8.300名 10.16 17名 10月 16日付解雇。退職金は会社都合による。

予告手当 30日、特別手当初日。

10月 19日、 PM3 00 迄に申し出れば特別加給を支給、申し

出ねば供託する。

貝島大之浦 8.700名 10.16 40名 10月 16日付解履 退職金会社都合による適用。

予告手当 30日分、特別手当 5日分。

退去料本人 2.000円、妻 1.000円、家族 l人800円。

帰郷旅費実費、荷造材料現物支給。

10月20日特別手当 5日分を 20日に変更。

出典・「炭破関係資料 No削（九州産業労働科学研究所）所収、九産労425）。

注・ 1950年10月24日午前 12時現在，福炭労教宣部調べ。

に
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
難
問
と
格
闘
し
て
い

た。
表
2
は
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
に
関
す
る
各
山
元
で
の

闘
争
経
過
一
覧
表
で
あ
る
が
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う

に
解
雇
通
告
直
後
の
一

O
月
一
六
日
か
ら
作
成
さ
れ

て
い
た
。

各
炭
鉱
の
解
雇
条
件
と
し
て
次
の
三
点
に
要
約
で

き
パ
』
マ
匂
。

什
依
願
解
雇
の
形
式
を
取
り
退
職
金
は
事
業
都
合

で
支
払
う
、
口
労
働
基
準
法
に
依
る
予
告
手
当
の
支

給
、
臼
そ
の
他
特
別
手
当
金
を
支
給
。

最
初
に
パ

1
ジ
の
「
解
雇
基
準
」
が
提
示
さ
れ
た

二
井
鉱
山
の
場
合
、
次
の
二
点
が
他
の
炭
鉱
会
社
と

異
な
っ
て
い
た
。
第
一
は
、
解
雇
通
告
前
に
つ
一
鉱
連

に
対
し
て
該
当
者
が
内
示
さ
れ
、
組
合
と
の
交
渉
過

程
で
追
放
予
定
者
数
が
か
な
り
削
減
さ
れ
た
こ
と
。

第
二
は
、
「
特
審
」
制
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
は
一
五
日
の
「
協
定
書
」
に
基
づ
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い
て
予
定
通
り
進
め
ら
れ
、
一
一
一
一
一
日
過
ぎ
に
は
実
質
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的
に
終
了
し
て
い
た
。
炭
労
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た
団
体
交
渉
に
よ
る
解
決
は
ほ
と
ん
ど
の
炭
鉱
で
対
応
で
き
な
か
っ
た
。
最
初
に

「
解
雇
」
あ
り
き
で
、
あ
と
は
会
社
提
示
の
解
雇
条
件
を
受
諾
す
る
か
拒
否
か
で
、
条
件
闘
争
す
ら
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。

G
H
Q

の
意
向
も
あ
り
三
井
鉱
山
の
場
合
は
例
外
的
な
事
例
で
あ
っ
た
が
、
同
鉱
山
の
場
合
、
三
井
三
池
、
田
川
、
山
野
の
解
雇
者
数
は
九
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州
地
区
の
約
三
三
%
を
占
め
て
お
り
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
犠
牲
で
あ
っ
た
。

表
2
の
う
ち
、
当
時
、
戦
闘
的
な
組
合
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
付
明
治
鉱
業
高
田
鉱
業
所
（
明
治
高
田
）
、
白
日
本
炭
鉱
高
松

鉱
業
所
（
日
炭
高
松
）

の
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
闘
争
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

明
治
高
田
の
事
例

昭
和
二
五
年
一

O
月
一

O
日
、
二
一
日
、
炭
労
明
治
高
田
支
部
は
、
明
治
高
田
鉱
業
所
所
長
へ
「
共
産
党
員
及
び
同
調
者
の
問
題
」

に
つ
い
て
「
申
入
書
」
を
提
出
し
た
が
、
鉱
業
所
は
こ
れ
を
黙
殺
し
た
。

一
六
日
に
至
っ
て
、
突
如
鉱
業
所
は
経
営
協
議
会
開
催
を

組
合
側
へ
申
し
入
れ
た
。
以
後
、
鉱
業
所
側
の
一
人
舞
台
で
事
態
は
進
む
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
日
午
後
一
時
か
ら
開
催
さ

れ
た
経
営
協
議
会
の
議
題
は
「
炭
鉱
従
業
員
一
部
解
雇
に
関
す
る
件
」
で
あ
っ
た
。
会
議
は
き
わ
め
て
形
式
的
で
あ
り
一
時
間
で
閉

会
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
二
二
名
の
「
解
雇
通
告
書
」
と
「
炭
鉱
従
業
員
一
部
解
雇
説
明
文
」
が
組
合
な
ら
び
に
各
個
人
宛
へ
伝
達

さ
れ
た
。
解
雇
者
二
二
名
中
組
合
幹
部
が
一
七
名
を
占
め
て
お
り
、
明
ら
か
に
組
合
弱
体
化
を
意
図
し
て
い
た
。
解
雇
者
の
う
ち
二

一
名
は
、
二
ハ
日
直
ち
に
福
岡
地
方
裁
判
所
へ
仮
処
分
を
申
請
し
た
。
な
お
、
こ
の
裁
判
は
組
合
提
訴
で
な
く
個
人
提
訴
で
あ
っ
た
。

「
申
請
の
理
由
」
の
要
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

什
、
会
社
は
一

O
月
二
ハ
日
、
組
合
に
対
し
会
社
の
事
業
防
衛
上
と
の
抽
象
的
申
入
れ
を
以
て
、
二
二
名
を
一
方
的
に
解
雇
す
る

旨
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
組
合
は
具
体
的
説
明
を
求
め
た
が
、
言
葉
を
濁
し
て
何
等
明
ら
か
に
せ
ず
、
個
人
別
氏
名
の
一
括
通
知
を

な
す
と
共
に
各
個
人
宛
一
方
的
に
解
雇
通
知
を
行
っ
た
。
口
、
解
雇
は
件
解
雇
権
の
乱
用
、
口
経
営
協
議
会
第
三
条
違
反
、
日
違
法



解
雇
、
四
不
当
労
働
行
為
の
事
由
で
無
効
で
あ
る
。

明
治
鉱
業
高
田
鉱
業
所
も
翌
一
七
日
、
「
立
入
禁
止
仮
処
分
命
令
申
請
」
を
福
岡
地
方
裁
判
所
へ
提
出
、
一
八
日
、
仮
処
分
命
令

の
執
行
が
許
可
さ
れ
た
）
O

そ
の
後
、
裁
判
所
の
和
解
勧
告
に
従
い
昭
和
二
六
年
五
月
一
四
日
、
解
雇
者
は
本
訴
を
取
り
下
げ
鉱
業
所

と
和
解
が
成
立
し
た
。

2 

日
炭
高
松
の
事
例

一
O
月
一
六
日

一
八
日

二
O
日

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

一
一
一
日

二
五
日

二
八
日

三

O
日

会
社
は
一
七
名
の
解
雇
を
団
体
交
渉
の
席
上
で
通
告
。

組
合
は
臨
時
大
会
を
開
催
、
法
廷
斗
争
を
決
定
。
同
日
、
組
合
は
一
七
名
の
身
分
保
全
仮
処
分
を
福
岡
地
方
裁

判
所
小
倉
支
部
へ
提
訴
。

会
社
は
、

一
七
名
の
立
入
禁
止
仮
処
分
を
福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉
支
部
へ
申
請
、
即
日
受
理
さ
る
。

G
H
Q福
岡
軍
政
部
へ
組
合
長
出
頭
。
軍
政
部
は
席
上
「
組
合
と
充
分
協
議
す
る
と
云
う
の
は
レ
ッ
ド
・
パ
ー

ジ
は
組
合
が
協
力
し
誰
と
誰
を
追
放
す
る
か
と
云
う
こ
と
を
決
め
る
こ
と
だ
。
組
合
が
一
括
し
て
反
対
す
る
の

は
政
策
に
反
対
の
意
志
を
一
不
す
こ
と
に
な
る
」
。
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
に
協
力
す
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
。

第
一
四
岡
本
部
斗
争
委
員
会
で
戦
術
委
員
会
は
「
戦
術
転
換
」
を
提
案
、
満
場
一
致
で
決
定
。
転
換
の
時
期
は

戦
術
委
員
会
へ
一
任
。

福
岡
軍
政
部
は
組
合
へ
一

O
月
三

O
日
ま
で
に
解
雇
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
勧
告
。
ま
た
、
法
廷
闘
争
も
中
止

す
べ
き
と
要
求
。

第
一
五
回
本
部
斗
争
委
員
会
。
今
回
の
会
社
の
と
っ
た
処
置
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
承
認
し
、
本
部
斗
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争
委
員
会
と
し
て
は
斗
争
を
打
ち
切
る
事
に
決
定
し
大
会
に
諮
る
。



一
一
月
二
日
、

人
目

第
四
回
臨
時
大
会
。
本
部
斗
争
委
員
会
提
案
事
項
を
承
認
。

組
合
は
法
廷
斗
争
の
本
訴
、
仮
処
分
申
請
を
取
り
下
げ
る
。
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一
一
月
一
一
日

以
上
が
日
炭
高
松
に
お
け
る
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
闘
争
の
概
略
で
あ
る
。
「
組
合
日
誌
」
や
「
本
部
斗
争
委
員
会
議
事
録
」
か
ら
は

慶雁の政治学

組
合
執
行
部
の
苦
悩
の
表
情
が
浮
か
ん
で
く
る
。
彼
ら
の
力
量
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い

G
H
Q
の
超
法
規
的
権
力
、
「
闘

争
方
針
を
堅
持
せ
よ
」
と
組
合
員
か
ら
の
突
き
上
げ
、
そ
れ
に
迫
り
来
る
越
年
賃
金
闘
争
へ
の
準
備
な
ど
組
合
単
独
で
の
実
力
行
使

は
能
力
を
越
え
て
い
た
。

一
O
月
三

O
日
の
「
戦
術
転
換
」
決
定
は
ま
さ
に
苦
渋
の
選
択
で
あ
っ
た
。

な
お
、
従
来
か
ら
判
然
と
し
な
か
っ
た
「
解
雇
基
準
」
は
、
会
社
が
裁
判
所
に
提
出
し
た
書
類
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ

た
。
こ
の
書
類
に
は
「
共
産
党
員
並
に
そ
の
同
調
者
で
煽
動
的
言
動
等
を
も
っ
て
事
業
の
正
常
な
運
営
を
阻
害
す
る
等
」
を
基
準
と

す
る
該
当
者
一
七
名
の
解
雇
理
由
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
同
種
の
史
料
が
全
く
と
一
ゴ
一
口
っ
て
い
い
ほ
ど
見
当
ら
な
い
た
め
、

」
の
史
料
、
だ
け
で
評
価
を
下
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

「
か
く
し
て
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
は
、
重
苦
し
く
沈
痛
な
あ
る
い
は
沈
滞
し
た
空
気
の
中
に
推
移
し
終
了
し
た
。
当
初
、
通
告
を
一

括
返
上
し
、

ス
ト
ラ
イ
キ
あ
る
い
は
法
廷
闘
争
で
闘
う
こ
と
を
決
議
し
た
組
合
の
多
く
も
、
会
社
側
の
強
硬
な
態
度
に
あ
い
、
あ
る

い
は
情
勢
の
非
を
み
て
と
っ
た
被
通
告
者
か
ら
の
申
し
出
を
受
け
て
条
件
闘
争
へ
移
行
し
て
い
っ
た
」
。
結
局
、
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ

反
対
ス
ト
（
一

O
月
一
一
一
二
日
、
二
四
日
各
方
五
分
）
を
実
際
に
行
っ
た
の
は
明
治
高
田
だ
け
で
あ
り
、
古
河
下
山
田
、
三
菱
勝
田
は
法

廷
闘
争
を
取
り
下
げ
、
日
炭
高
松
は
打
ち
切
り
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
福
炭
労
は
一

O
月
二
八
日
、
「
共
産
党
員
並
に
同
調
者
の

追
放
反
対
斗
争
の
批
判
」
を
議
題
と
す
る
第
七
回
教
宣
部
長
会
議
を
開
催
し
た
。
会
議
の
目
的
は
「
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
に
つ
い
て
吾
々

は
十
分
に
斗
い
得
な
か
っ
た
実
状
を
主
観
的
に
も
客
観
的
に
分
析
し
批
判
し
、
将
来
の
斗
争
に
備
へ
」
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ジ

が
一
斉
に
通
告
さ
れ
た
二
ハ
日
か
ら
僅
か
二
週
間
も
経
て
お
ら
ず
、
福
炭
労
自
ら
が
敗
北
を
宣
言
し
た
に
等
し
か
っ
た
。
こ
の
会
議

に
お
い
て
次
の
よ
う
な
批
判
が
各
労
組
、
職
組
か
ら
出
さ
れ
た
。



「
総
評
自
体
が
消
極
的
で
あ
り
中
央
炭
労
、
福
炭
労
も
同
様
で
あ
っ
た
の
が
山
元
に
於
て
で
も
全
般
を
通
じ
て
消
極
的
に
な
っ
た
と
思
う
。

今
後
の
企
業
整
備
等
に
対
し
て
は
萎
縮
す
る
こ
と
な
く
斗
う
」
（
古
河
大
峰
労
組
）
。

「パ

l
ジ
に
対
す
る
考
え
方
、
見
方
等
が
炭
労
と
し
て
は
甘
か
っ
た
の
で
必
然
的
に
活
動
が
不
活
発
で
あ
っ
た
し
斗
争
指
標
も
暖
昧
で
あ
る
。

組
合
の
自
主
性
に
よ
っ
て
強
く
推
進
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
（
三
井
三
池
職
組
）

0

「
国
民
に
対
す
る
や
む
を
得
な
い
と
云
う
宣
伝
が
新
聞
、
ラ
ヂ
ヲ
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
こ
れ
に
対
す
る
対
策
を
充
分
た
て
、
進
む

べ
き
で
あ
っ
た
と
考
へ
る
」
（
明
治
赤
池
労
組
）
。

「
中
央
委
員
会
の
決
定
事
項
が
各
山
元
で
充
分
に
当
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
」
（
日
炭
高
松
労
組
）
。

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

赤
色
追
放
反
対
闘
争
の
啓
蒙
・
宣
伝
活
動
は
ほ
と
ん
ど
の
組
合
に
お
い
て
停
滞
の
状
態
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
六
年
一
月
以
降
の
賃

金
闘
争
を
展
開
す
る
に
当
た
っ
て
、
炭
労
は
「
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
後
の
教
宣
活
動
指
針
」
を
指
示
し
た
が
、
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
影

響
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
組
合
員
が
組
合
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
の
恐
怖
心
と
、
首
切
斗
争
へ
の
自
信
の
喪
失
で
あ
る
。

そ
し
て
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
を
機
に
組
織
の
弱
体
化
が
し
き
り
に
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
。

次
の
文
章
は
、
そ
の
頃
の
炭
鉱
労
働
者
の
心
情
を
素
直
に
吐
露
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
組
合
員
に
と
っ
て
は
、
赤
追
放
は
、
そ
れ
が
自
分
の
身
辺
に
危
険
を
感
ず
る
限
り
で
の
反
対
を
表
明
こ
そ
す
れ
、

い
わ
ば
、
さ
わ
ら
ぬ
神

に
崇
り
な
し
式
の
態
度
こ
そ
最
上
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
『
赤
』

の
字
は
そ
れ
ほ
ど
有
効
で
あ
っ
た
。
反
対
斗
争
に
立
ち
上
が
る
な
ら
、

そ
の
者
も
ま
た
『
赤
』
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
る
わ
け
だ
。
：
：
：
組
合
執
行
部
に
対
す
る
信
用
も
も
て
な
か
っ
た
。
逆
に
執
行
部
も
こ
の
事
に

（
伺
）

つ
い
て
組
合
員
の
も
り
上
り
に
自
信
を
も
て
な
か
っ
た
」
。
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お
わ
り
に
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炭
労
は
赤
色
追
放
反
対
闘
争
を
展
開
す
る
過
程
で
次
の
二
点
を
背
景
に
敗
色
濃
い
環
境
に
置
か
れ
て
い
た
。

第
一
点
は
、
昭
和
二
五
年
九
月
九
日
、
朝
日
新
聞
西
部
本
社
社
員
が
提
訴
し
て
い
た
赤
追
放
に
関
し
て
の
「
身
分
保
障
仮
処
分
申

慶麿の政治学

請
」
が
却
下
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉
支
部
は
、
マ
ッ
カ
l
サ
l
書
簡
は
会
社
に
対
し
て
解
雇
を
命
令
し
た
も

の
で
は
な
く
、
示
唆
し
た
に
過
ぎ
ず
、
会
社
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
解
雇
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
裁
判
所
に
裁
判
権

が
あ
り
、
か
つ
超
憲
法
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
赤
色
追
放
が
違
憲
（
憲
法
第
一
四
条
〔
法
の
下
の
平
等
〕
、

同
一
九
条
〔
思
想
、
良
心
の
自
由
〕
、
同
二
一
条
〔
集
会
、
結
社
、
表
現
の
自
由
〕
）
、
違
法
（
労
働
基
準
法
第
三
条
〔
均
等
待
遇
の
原
則
〕
、
労

働
組
合
法
第
七
条
〔
不
当
労
働
行
為
の
禁
止
〕
、
民
法
第
九
O
条
〔
公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為
〕
）
で
な
い
旨
の
判
決
を
下
し
た
。
も
と
も

と
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
は
G
H
Q
の
占
領
下
で
政
治
色
の
濃
い
政
策
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
判
決
が
北
九
州
で
下
さ
れ
た
た
め
、
地
域
社

会
へ
与
え
た
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
。

第
二
点
は
、

一
O
月
二
一
一
日
、
政
府
は
G
H
Q
の
承
認
を
得
て
公
職
追
放
一
万
余
名
を
解
除
し
た
。
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
は
G
H
Q

の
政
策
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
「
パ

l
ジ
の
対
象
は
、
従
来
の
軍
国
主
義
者
・
超
国
家
主
義
者
・
全
体
主
義
者
な
ど
右
翼
か
ら
、
共

産
主
義
者
、
社
会
主
義
者
な
ど
左
翼
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
公
職
追
放
は
こ
こ
に
本
格
的
な
ク
逆
コ
ー
ス
ψ

へ
と
転
じ
た
わ
け
で
あ

る」。さ
ら
に
次
の
二
点
は
炭
労
自
ら
の
欠
点
を
露
呈
さ
せ
て
赤
色
追
放
反
対
闘
争
を
敗
北
に
追
い
込
ん
で
い
っ
た
。

第
一
点
は
、
炭
労
の
組
織
が
円
滑
に
働
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
炭
労
は
各
労
組
の
再
統
一
が
二
五
年
四
月
に
な
さ
れ
た
ば
か

り
で
、
執
行
部
の
指
導
体
制
が
十
分
に
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
炭
労
本
部
は
こ
の
年
の
ゴ
二
月
闘
争
ψ

の
敗
北
感
を
払
拭
で

き
ず
、
こ
の
こ
と
が
彼
ら
の
行
動
を
萎
縮
さ
せ
、
ひ
い
て
は
闘
争
の
最
前
線
を
地
方
本
部
、
支
部
へ
一
任
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
第
二



回
中
央
委
員
会
で
統
一
闘
争
を
回
避
し
た
こ
と
が
如
実
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
組
織
的
に
は
炭
労
本
部
1

地
方
本
部
｜
支

部
の
指
揮
命
令
系
統
が
存
在
し
て
い
た
が
、
初
発
で
の
戦
略
の
失
敗
か
ら
有
効
に
機
能
し
な
か
っ
た
。
福
炭
労
第
七
回
教
宣
部
長
会

議
で
各
労
組
、
職
組
か
ら
こ
の
こ
と
に
関
し
て
批
判
が
相
次
い
だ
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
情
報
不
足
か
ら
く
る
戦
略
、
戦
術
の
失
敗
で
あ
る
。
九
月
二
五
日
、

G
H
Q労
働
課
長
と
会
見
す
る
ま
で
炭
労
は
ほ

と
ん
ど
組
織
的
に
動
い
た
気
配
は
な
い
。
二
六
日
以
降
、
矢
継
ぎ
早
に
指
示
を
発
す
る
が
、
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
通
告
日
の
情
報
す

ら
正
確
に
入
手
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
中
央
委
員
会
の
開
催
日
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
奇
し
く
も
当
初
の
開
催

日
で
あ
っ
た
一

O
月
一
六
日
は
、
炭
鉱
各
社
が
一
斉
に
解
雇
通
告
を
申
し
渡
す
日
で
あ
っ
た
。
福
炭
労
の
「
赤
追
放
特
別
対
策
委
員

会
」
が
開
催
さ
れ
た
の
が
一

O
月
一
一
日
で
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
通
告
日
の
五
日
前
で
あ
っ
た
。
佐
炭
労
に
い
た
っ
て
は
、
二
日
前
で

あ
っ
た
。
実
質
上
、
こ
の
委
員
会
は
機
能
し
な
か
っ
た
。

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

一
方
、
日
本
石
炭
鉱
業
連
盟
は
「
各
地
方
連
盟
と
密
接
に
連
繋
し
て
基
本
的
対
策
を
決
定
し
、
各
社
の
実
施
に
遺
憾
な
き
を
期
し

た
」
。
九
州
石
炭
鉱
業
連
盟
で
も
「
事
前
準
備
、
事
後
処
理
、
法
廷
闘
争
の
問
題
等
に
つ
い
て
会
員
の
便
宜
を
図
る
と
と
も
に
協
力

を
行
っ
た
」
。
日
経
連
、
鉱
業
連
盟
、
炭
鉱
と
の
三
者
相
互
の
連
携
に
よ
っ
て
赤
色
追
放
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
福
炭
労
教
宣
部

長
会
議
で
執
行
部
は
「
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
に
つ
い
て
は
、
各
社
の
基
準
や
条
件
、
会
社
の
打
ち
出
し
方
は
連
盟
と
も
十
分
連
絡
を
と

り
一
斉
、
し
か
も
最
も
強
度
に
打
出
さ
れ
て
来
た
」
と
完
敗
を
認
め
自
己
批
判
を
し
て
い
る
。

三
月
闘
争
に
続
き
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
闘
争
で
も
敗
北
を
来
し
た
炭
労
は
、
組
織
の
再
構
築
を
企
て
る
時
間
的
余
裕
も
無
く
、
差
し

迫
る
人
員
整
理
と
越
年
賃
金
闘
争
そ
し
て
賃
金
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
闘
争
等
々
に
対
処
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

19う

竹
前
栄
治
「
戦
後
労
働
改
革
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
三
五
七

1
三
五
八
頁
、
一
二
八

0
1三
八
一
頁
。
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平
田
哲
男
「
一
九
五
O
年
の
レ
ッ
ド
・
パ

i
ジ
の
全
般
的
特
質
｜
｜
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
史
的
究
明
付
｜
｜
」
「
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』
第

三
二
集
（
一
九
九
O
年
）
一
一
七
｜
四
七
頁
。

（3
）
三
宅
明
正
『
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
と
は
何
か
ー
ー
ー
日
本
占
領
の
影
｜
｜
』
（
大
月
書
店
、
一
九
九
四
年
）
。

（4
）
福
炭
労
第
一
回
地
方
委
員
会
の
史
料
引
用
は
、
「
日
炭
高
松
労
働
組
合
資
料
」
（
一
九
五
O
年、

A
二
八
七
）
。
以
下
、
「
日
炭
高
松
労
働
組
合
資
料
」

－3
0・
∞
・
巴
」
、
（
「
日
炭
情
報
」
一
九
五

0
1
五
二
年
所
収
）
、
日
炭
高
松
三
七
O
。

な
お
、
日
炭
高
松
労
組
は
、
後
年
、
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。
「
六
、
七
、
八
、
九
月
の
貴
重
な
期
間
に
、
総
評
も
、
炭
労
も
、

レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
に
つ
い
て
の
斗
い
は
組
織
し
な
か
っ
た
。
我
々
の
組
合
で
も
確
と
し
た
斗
争
方
針
を
た
て
ず
に
こ
の
期
間
は
見
送
ら
れ
た
」
（
「
日

炭
高
松
組
合
十
年
史
」
、
一
九
五
九
年
、
四
四
九
頁
）
よ
り
引
用
。

（5
）
前
掲
、
平
田
哲
男
、
三
八
頁
。
原
史
料
は
日
経
連
事
務
局
編
『
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
の
経
過
並
に
関
係
資
料
』
（
一
九
五
七
年
）
で
あ
る
。

（
6
）
九
月
二
六
日
、
炭
労
本
部
の
「
緊
急
指
示
」
以
降
、
一

O
月
九
日
、
一

0
日
開
催
の
第
二
回
中
央
委
員
会
ま
で
の
経
緯
は
、
日
本
炭
鉱
労
働
組

合
編
纂
「
炭
労
十
年
史
』
（
一
九
六
四
年
）
、
一
二
四
O
｜
三
四
五
頁
を
参
照
。

（
7
）
「
申
入
書
」
の
全
文
は
、
日
本
石
炭
鉱
業
連
盟
編
輯
『
石
炭
労
働
年
鑑
昭
和
二
十
六
年
版
」
、
一
九
八
｜
一
九
九
頁
参
照
。

（
8
）
「
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
関
係
」
一
九
五
O
年
、
日
炭
高
松
B
一一一五。

（
9
）
「
共
産
党
員
並
に
そ
の
同
調
者
追
放
に
関
す
る
福
炭
労
赤
追
放
特
別
対
策
委
員
会
に
関
す
る
件
」
（
前
掲
、
日
炭
高
松
B
一
二
五
）
。

（
叩
）
「
基
本
方
針
」
の
全
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
日
本
炭
鉱
労
働
組
合
機
関
紙
「
炭
労
」
、
第
八
五
号
、
一
九
五

O
年
一

O
月
一
一
日
。
労
働

省
編
『
資
料
労
働
運
動
史
』
昭
和
二
五
年
版
、
労
務
行
政
研
究
所
、
一
九
五
二
年
、
二
一
九
｜
二
二

O
頁）。

l

共
産
党
は
合
法
政
党
で
あ
る
の
に
、
且
っ
そ
の
党
員
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
以
て
賊
首
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。

2

特
に
労
働
組
合
の
活
動
分
子
や
使
用
者
側
に
対
し
て
強
硬
な
態
度
を
と
る
者
を
共
産
党
員
又
は
同
調
者
と
規
定
し
て
こ
れ
に
弾
圧
を
加
え
る
よ

う
な
便
乗
的
な
不
当
行
為
に
対
し
て
は
断
乎
と
し
て
闘
う
。

3

法
と
秩
序
と
民
主
々
義
を
尊
重
す
る
の
で
、
暴
力
に
よ
る
破
壊
行
動
と
こ
れ
を
準
備
す
る
行
為
は
組
合
自
ら
排
除
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
故
に

そ
の
よ
う
な
理
由
を
以
て
処
分
す
る
と
き
は
労
働
組
合
と
協
議
し
、
明
確
な
具
体
的
な
事
実
に
基
き
、
法
に
準
拠
し
、
且
つ
労
働
協
約
の
定
め
る
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と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
法
の
解
釈
を
独
断
的
に
歪
曲
し
、
或
は
労
働
組
合
の
存
在
を
無
視
し
て
一
方
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
に
対
し
て
は
断
じ
て
反
対
で
あ
る
。

4
以
上
の
方
針
は
自
由
と
人
権
の
保
障
さ
れ
た
杜
会
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
組
合
活
動
の
自
由
を
守
る

こ
と
を
中
心
目
標
と
し
て
断
乎
斗
う
。
そ
れ
と
共
に
自
暴
自
棄
的
な
闘
争
や
徒
ら
に
危
機
感
を
ふ
り
ま
い
て
組
合
員
を
萎
縮
さ
せ
る
よ
う
な
言
動

を
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（
日
）
日
炭
労
組
文
教
部
「
情
報
」

Z
。・認申忘凶。・－
0
・
－
。
（
前
掲
、
日
炭
高
松
B
一
二
五
）
。

（
口
）
貝
島
大
之
浦
炭
横
労
働
組
合
闘
争
委
員
会
「
組
合
員
諸
君
に
告
ぐ
！
〔
宣
伝
ビ
ラ
〕
」
一
九
五
O
年
一

O
月
七
日
（
「
炭
横
関
係
資
料
Z
Cふ
」
〔
九

州
産
業
労
働
科
学
研
究
所
〕
所
収
）
、
九
産
労
四
五
二
。

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

（
日
）
三
菱
九
州
炭
横
労
働
組
合
機
関
紙
「
三
九
労
」
第
一
号
、
一
九
五
O
年
一

O
月
一
日
、
同
右
、
所
収
。

（
同
）
杵
島
横
業
所
横
員
労
働
組
合
機
関
紙
「
杵
島
」
号
外
、
一
九
五
O
年
一

O
月
一
四
日
、
同
右
、
所
収
。

（
日
）
「
特
別
情
報
」
（
年
月
日
不
詳
）
、
同
右
、
所
収
。

（
同
）
前
掲
、
竹
前
栄
治
、
三
五
八
頁
。
な
お
、
上
記
の
「
文
書
」
は
前
掲
、
『
資
料
労
働
運
動
史
」
二
三
子
｜
二
二
五
頁
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
編
「
日

本
労
働
年
鑑
』
第
二
四
集
（
一
九
五
一
年
）
、
参
照
。
同
文
書
の
内
容
に
関
し
て
は
、
前
掲
、
平
田
哲
男
、
四
一
ー
ー
四
四
頁
、
前
掲
、
三
宅
明
正
、
一

九
四
｜
一
九
七
頁
参
照
。

（
打
）
前
掲
、
日
炭
高
松
B
二
一
五
。

（
同
）
労
働
省
編
『
労
働
行
政
史
〔
戦
後
の
労
働
行
政
史
〕
」
（
労
働
法
令
協
会
、
一
九
六
九
年
）
五
三
二
頁
。
な
お
、
一

O
月
九
日
付
労
働
省
労
政
局

長
通
牒
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
竹
前
栄
治
、
三
五
七
i
三
五
八
頁
、
一
二
八
O
｜
三
八
一
頁
参
照
。

（
円
）
前
掲
、
「
炭
労
」
第
八
六
号
、
一
九
五
O
年
一

O
月
二
一
日
。

（
却
）
前
掲
、
『
資
料
労
働
運
動
史
」
二
四
ゴ
一
l
l
二
四
四
頁
。

（
引
）
「
協
定
書
」
の
内
容
は
、
前
掲
、
『
石
炭
労
働
年
鑑
昭
和
二
十
六
年
版
』
一
九
九
｜
二

O
O
頁
、
三
井
山
野
鉱
業
所
鉱
員
労
働
組
合
機
関
紙
「
炭

層
」
再
刊
第
五
七
号
（
一
九
五
O
年
一
一
月
一
日
）
〔
前
掲
、
九
産
労
四
五
二
、
所
収
〕
参
照
。

（
辺
）
三
池
炭
鉱
労
働
組
合
十
年
史
編
纂
委
員
会
編
「
み
い
け
十
年
』
（
一
九
五
六
年
）
一
一
一
五
頁
。
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（お）
（M
）
日
本
炭
鉱
労
働
組
合
「
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
地
区
別
調
査
表
」
一
九
五
O
年
一

O
月
二
八
日
（
「
赤
追
放
関
係
資
料
綴
」
所
収
）
、
日
炭
高
松
四
五
コ
一
。

炭
鉱
に
お
け
る
レ
ッ
ド
・
パ

I
ジ
解
雇
者
数
は
正
確
に
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
調
査
時
期
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
が
、
代

表
的
な
調
査
を
掲
げ
て
お
く
。
け
労
働
省
二
、

O
二
O
名
（
「
民
間
産
業
赤
色
追
放
整
理
一
覧
表
」
一
九
五
O
年
一
一
一
月
一

O
付
、
前
掲
、
「
資
料
労

働
運
動
史
」
一

O
七
八
頁
）
。
口
日
本
石
炭
鉱
業
連
盟
一
、
九
O
八
名
（
「
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
通
告
・
受
諾
・
拒
否
状
況
」
一
九
五

O
年
一
一
一
月
二
五

日
付
、
前
掲
、
『
石
炭
労
働
年
鑑
昭
和
二
十
六
年
版
』
二

0
0｜
二

O
五
頁
）
。
臼
G
H
Q労
働
課
二
、
一
四
八
名
（
「
極
左
の
危
険
な
要
素
レ
ッ
ド
・

パ
l
ジ
で
解
雇
さ
れ
た
者
の
動
向
」
一
九
五
一
年
二
月
二
日
付
、
前
掲
、
三
宅
明
正
『
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
と
は
何
か
』
二

O
頁
。
原
史
料
は
「
ブ
ラ

ツ
デ
ィ
文
書
一
五
ー
六
」
）
。

（
笥
）
野
上
鉱
業
株
式
会
社
「
昭
和
二
十
五
年
度
関
係
者
名
簿
」
（
A
一
了
五
O
）
。
同
名
簿
に
は
、
一
、

O
一
一
一
一
名
の
解
雇
者
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
名

簿
に
は
川
所
属
、
同
序
列
、
例
職
鉱
別
、
同
坑
内
外
、
附
職
名
、
村
氏
名
、
川
生
年
月
日
、
例
組
合
に
於
け
る
地
位
、
川
区
分
、
同
解
雇
日
附
、
同

備
考
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
解
雇
日
は
圧
倒
的
に
一

O
月
一
六
日
以
降
が
多
い
が
、
そ
れ
以
前
の
日
も
散
見
さ
れ
る
。

「
鉱
業
所
名
簿
」
に
は
、
川
番
号
、
同
炭
鉱
名
、
判
鉱
業
権
者
、
判
事
務
所
所
在
地
、
側
電
話
番
号
、
例
月
産
（
屯
）
、
川
従
業
員
数
、
同
解
雇
人

員
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
同
名
簿
の
作
成
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
詳
で
あ
る
。

「
声
明
書
」
一
九
五
O
年
一

O
月
一
七
日
、
日
本
炭
積
労
働
組
合
佐
賀
地
方
本
部
執
行
委
員
長
藤
井
高
四
郎
（
前
掲
、
九
産
労
四
五
二
、
所
収
）
。

炭
労
本
部
か
ら
の
指
示
を
受
け
て
、
福
炭
労
は
一

O
月
二

O
日
、
各
支
部
へ
「
緊
急
指
示
」
を
発
し
た
（
前
掲
、
日
炭
高
松
B
一
一
一
五
、
所
収
）
。

「
緊
急
指
示
に
関
す
る
調
査
書
」
の
様
式
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
前
掲
、
「
赤
追
放
関
係
資
料
綴
」
、
日
炭
高
松
四
五
三
、
所
収
）

0
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（お）
（幻）

（お）

キ且

員

数

A、
a 

組

1』
口

名

A 

"" 

発

表

執

数

社

人

行

委

弓＂＇..,,, 

者

名

名

中

名

当

員

共
産
党
員
（
執
行
委
員
は

O
印
を
附
す
事
）



同
調
者
（
執
行
委
員
は

O
印
を
附
す
事
）

組
合
と
協
議
す
る
事
な
く
個
人
通
告
を
行
っ
た
事
実
を
具
体
的
に
明
示
せ
よ

組
合
に
示
す
と
同
時
に
個
人
通
告
を
行
っ
た
事
実
を
具
体
的
に
明
示
せ
よ

レッド・パージに関する一考察（田中直樹）

一
二
．
緊
急
指
示
第
三
項
に
言
う
便
乗
的
解
雇
に
つ
い
て
個
人
的
反
証

川
党
籍

同
政
党
に
所
属
し
て
政
党
活
動
を
行
っ
た
時
期
（
現
在
入
党
し
て
い
な
い
者
を
含
む
）

川
口
組
合
活
動
の
経
歴

同
政
党
に
於
い
て
有
す
る
現
在
地
位

同
組
合
に
於
い
て
有
す
る
地
位

付
特
に
共
産
党
員
で
な
い
者
は
共
産
党
機
関
の
接
触
状
態
（
例
へ
ば
グ
ル
ー
プ
会
議
に
出
席
の
有
無
）

（
m）
「
明
治
高
田
労
組
被
解
雇
者
仮
処
分
申
請
書
全
文
」
（
前
掲
、
日
炭
高
松
四
五
三
、
所
収
）

0

（
却
）
九
州
石
炭
鉱
業
連
盟
編
『
炭
鉱
経
営
資
料
』
第
一
巻
第
五
号
（
一
九
五
O
年
一
一
月
）
、
二
二
頁
。

（
引
）
同
右
、
第
二
巻
第
六
号
（
一
九
五
一
年
六
月
）
、
九
｜
一
一
頁
。
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（
刀
）
事
例
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
「
日
炭
高
松
労
働
組
合
資
料
」
二
三
（
一
九
五

0
1
五
一
年
、
日
炭
高
松
二
八
九
）
、
前
掲
、
「
日
炭
高
松
組
合
十
年
史
」

を
参
照
。
な
お
、
前
掲
、
三
宅
明
正
『
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
と
は
何
か
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
事
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
九
二
｜
九
六
頁
）

0

（
竹
刀
）
前
掲
、
『
炭
鉱
経
営
資
料
』
第
一
巻
第
五
号
、
二
一

l
二
七
頁
。
な
お
、
組
合
側
は
二
一
日
、
小
倉
支
部
へ
出
向
き
、
裁
判
の
開
始
を
要
請
し
た

が
「
そ
の
筋
よ
り
禁
止
あ
り
、
口
頭
弁
論
は
聞
か
ん
で
あ
ろ
う
」
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。
向
上
の
「
炭
鉱
経
営
資
料
』
で
は
「
今
度
の
レ
ッ
ド
・
パ

ー
ジ
に
際
し
て
訴
訟
問
題
に
ま
で
な
っ
た
の
は
僅
少
で
あ
る
が
、
訴
訟
を
起
し
た
所
で
も
被
解
雇
者
側
か
ら
の
仮
の
地
位
の
仮
処
分
申
請
の
有
無
に

か
、
は
ら
ず
、
会
社
側
の
し
た
立
入
禁
止
仮
処
分
申
請
は
大
抵
即
日
又
は
翌
日
決
定
が
下
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
。
「
高
松

の
如
き
は
被
解
雇
者
達
の
方
が
一
口
先
に
申
請
し
て
い
る
が
、
何
れ
も
未
だ
審
理
さ
れ
て
い
な
い
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
M
）
「
大
会
資
料
〔
一
九
五

O
年
一
一
月
〕
」
（
前
掲
、
日
炭
高
松
一
二
三
所
収
）
。
な
お
、
前
掲
、
「
日
炭
高
松
組
合
十
年
史
」
に
は
一
七
名
の
解
雇
理

由
事
項
が
摘
記
さ
れ
て
い
る
（
四
六
二

l
四
六
三
頁
）

0

（
お
）
前
掲
、
『
炭
労
十
年
史
」
三
五
一

l
l
ゴ
一
五
二
頁
。

（
話
）
「
昭
和
廿
五
年
十
一
月
十
一
日

（灯）
（児）

（抄）
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福
炭
労
第
一
回
臨
時
大
会
資
料
」
（
前
掲
、
九
産
労
四
五
三
、
所
収
）

0

「
共
産
党
員
並
に
同
調
者
の
追
放
反
対
斗
争
の
批
判
」
（
前
掲
、
「
炭
積
関
係
資
料

「
第
七
回
教
宣
部
長
会
議
摘
録
」
（
同
右
、
所
収
）

0

z。
・
小
」
九
産
労
四
五
二
、
所
収
）

0

日
本
炭
鉱
労
働
組
合
教
育
宣
伝
部
「
賃
金
斗
争
指
示
第
二
号

九
五

O
年
一
一
月
二

O
日
1
一
一
一
月
末
〕
、
九
産
労
四
五
一
一
一
、
所
収
）

0

（
判
）
前
掲
、
『
み
い
け
十
年
』
一
二
三
頁
。

（
引
）
『
週
刊
労
働
」
第
一
七
八
号
（
一
九
五

O
年
九
月
一
八
日
、
財
団
法
人
日
本
労
政
協
会
）
。
七
月
一
八
日
付
マ
ッ
カ
l
サ
l
書
簡
に
つ
い
て
は
、
そ

の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
対
立
し
て
い
た
が
、
一
九
五
二
年
四
月
二
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
は
、
同
書
簡
は
超
憲
法
的
法
規
で
あ
る
と
の
立

場
を
と
っ
た
（
前
掲
、
平
田
哲
男
、
一
三
二
｜
三
四
良
）
。

（
位
）
増
田
弘
『
公
職
追
放
論
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
、
三

O
六
頁
。

『
西
日
本
新
聞
」
（
一
九
五

O
年
一

O
月
一
四
日
付
）
の
社
説
は
時
代
的
背
景
と
し
て
「
そ
れ
は
極
端
な
国
家
主
義
者
や
軍
国
主
義
者
に
代
っ
て
共

産
主
義
者
が
排
斥
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
後
の
教
宣
活
動
指
針
」
（
前
掲
、
「
炭
横
関
係
資
料

Z
0・
ど
〔
一
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前
掲
、
『
石
炭
労
働
年
鑑
昭
和
二
十
六
年
版
』
、

前
掲
、
九
産
労
四
五
三
、
所
収
。

一
四
九
頁
、

一
五
一
頁
。

201 


